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臨時休業中の学習相談日について 

 

京都市教育委員会からも通知があったように，児童の健康観察や各家庭での生活・学習状況の確認を行う

こと等を目的として，下記の通り「学習相談日」を設定します。 

臨時休校も 2 か月が過ぎ，子どもたちはもとより，保護者の皆様におかれましても，様々な不安が募るこ

とかと存じます。今回の「学習相談および面談」には，健康状態や学習の進捗状況を把握し，学習課題の受

け渡し，必要に応じて学習や心身の不安などついて支援させていただく場としても予定しています。 

臨時休業の延長は，感染拡大防止が大きなねらいですので，あくまでも希望制で任意の取組としています。

よって，希望されない方が，授業再開後に不利益が生じないよう配慮して対応していきます。また，6 月から

の授業再開を円滑に進めることができるための準備期間としてとらえ，対応していきますので，なにとぞご理

解，ご協力をよろしくお願いします。 

実施の詳細は下記の通りとなります。ご確認いただき，希望される場合は，5 月 18 日（月）までに参加申

込書に記入の上，提出されるか，電話でお申込みください。また，学習相談日とは別に，個別あるいは少人数

での「学習面談」も希望者には行います。個別に担任と連絡の上，日時を設定して登校することとなりますの

で，ご連絡いただければと思います。 

記 

〇学習相談日 

 ５/１８（月） ５/１９（火） ５/２０（水） ５/２１（木） ５/２２（金） 

学年   １・４年 星・２・５年 ３・６年 

 

 ５/２５（月） ５/２６（火） ５/２７（水） ５/２８（木） ５/２９（金） 

学年 星・１・６年  １・４年 星・２・５年 ３・６年 

（星・１・６年生は３回予定 ２～５年生は２回予定） 

※星の子，１年生は学校生活への順応を少しでもはやくできるようにするために，６年生は学習機会の配慮

や最高学年としての自覚を高めるために，３回実施することとします。 

 

 ２部制で行います。担任から参加開始時刻を示したプリントと合わせて申込書を配布していますので，参

加を希望される場合は，その時刻に合わせて登校させてください。 

１部  ８：３０～ ９：３０（８時～８時３０分に登校ください） 

２部 １０：００～１１：００（９時４５分～１０時の間に登校ください） 

☆内容  健康観察，提出物の確認，学習状況の確認，次回までの課題に提示など 

     １５分を朝の会や健康観察に，４５分を学習に関する内容として考え，６０分以内に終了します。 

 ☆持ち物 マスク，健康観察表，ハンカチ，ティシュ，課題や提出物，筆記用具 

 ☆その他 教室では，感染拡大防止のために，マスクの着用，換気を行い，入室前には石鹸での手洗いを励  

行します。 



・下校について 

   １年生の下校については，下校グループに分かれて教員が見守ります。 

 

〇「学習面談」について 

  個別や小グループでの学習支援を主に取り組みます。希望される場合は，担任と連絡相談の上，日時や回

数を設定して，登校ください。短時間（１５～２０分程度）での対応とします。具体的な学習内容や資料を

持参されるなど，教育相談的に考えていただいても結構です。 

 

〇学習支援の放送や動画について 

５月の学習内容に関するＫＢＳ京都テレビでの「特別教育番組」の放送や文部科学省や東京書籍等の家庭

学習教材を積極的に活用ください。ID や PW については，別紙「新型コロナウイルス感染拡大防止のため

の臨時休業期間の延長について」に提示していますので，ご確認ください。 

 

お願い 

 平素，特例預かりを活用していない児童が，学習相談日にあわせて，特例預かりに参加するなど，特例預か

りの条件や趣旨とは異なる利用の仕方は，遠慮いただきますようお願いいたします。一時的な人数の増減は，

学習の場の設定や見守り体制など支障をきたしますので，ご理解いただきますよう，よろしくお願いします。 


